
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料  

 

 

 

 

 

 



 参考資料-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●久留米市都市計画マスタープランの策定体制 

久留米市議会 

久留米市 

都市計画審議会 

久留米市都市計画マスタープラン 

策定委員会 

久留米市都市計画マスタープラン 

策定庁内会議 

久留米市都市計画マスタープラン 

策定庁内ワーキング 

市民懇談会 

都市計画に関する 

アンケート調査 

パブリックコメント 

意見 

反映 

報告 

助言 
連携 

意見・提言 

情報提供 

連携 

意見・提言 

情報提供 

諮問・答申 
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年月日 項 目 主な内容 

平成 22年  8 月 4日 第１回 策定庁内ワーキング ・現状分析 

・上位計画・関連計画等の整理 

・市民意識調査について 

平成 22年  8月 11日 第１回 策定庁内会議 

平成 22年  8月 26日 第１回 策定委員会 

平成 22年 
9 月 29日～ 

10月 12日 
都市計画に関するアンケート調査の実施 

・現状及び将来に関するまちづく

りにおける市民意向の把握 

平成 22年 11月 22日 第２回 策定庁内ワーキング 

・都市づくりの基本的課題 平成 23年  1月 11日 第２回 策定庁内会議 

平成 23年  1月 21日 第２回 策定委員会 

平成 23年  6 月 3日 第３回 策定庁内ワーキング 

・都市づくりの目標 平成 23年  6月 27日 第３回 策定庁内会議 

平成 23年  7月 12日 第３回 策定委員会 

平成 23年  7月 28日 第４回 策定庁内ワーキング 

・都市整備の方針 平成 23年  8月 18日 第４回 策定庁内会議 

平成 23年  9 月 2日 第４回 策定委員会 

平成 23年 12月 15日 第５回 策定庁内ワーキング 

・地域別構想の地域区分 

・市民懇談会について 

平成 23年 12月 21日 第５回 策定庁内会議 

平成 24年   1月 31 日 第５回 策定委員会 

平成 24年  2月 10日 第６回 策定庁内ワーキング 

平成 24年 
4 月 2 日～ 

4 月 26日 
市民懇談会 

・地域の特性や課題、将来像に 

ついて（概略を別途整理） 

平成 24年  5月 18日 第７回 策定庁内ワーキング 

・地域別構想 平成 24年  5月 28日 第６回 策定庁内会議 

平成 24年  6 月 1日 第６回 策定委員会 

平成 24年 
7 月 9 日～ 

8 月 7 日 
パブリックコメント ・都市計画マスタープラン（素案） 

平成 24年  8月 16日 第８回 策定庁内ワーキング 

・都市計画マスタープラン（案） 平成 24年  8月 22日 第７回 策定庁内会議 

平成 24年  9 月 4日 第７回 策定委員会 

平成 24年 10月 16日 都市計画審議会  

平成 24年 12月 1日 都市計画マスタープランの策定  

●久留米市都市計画マスタープランの策定経緯 
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（名称） 

第１条  本委員会は、「久留米市都市計画マスタープラン策定委員会」（以下「本委員会」という。）

と称する。 

 

（目的） 

第２条  本委員会は、まちづくりに関する専門的見知から意見・助言し、久留米市の円滑な都市計

画行政の遂行に資することを目的とする。 

 

（内容） 

第３条  本委員会は、前条の目的を達成するために、次のことを行う。 

（１）都市計画マスタープラン策定に関する各事項に対しての意見、助言を行う。 

（２）その他事務局より提案された本委員会の目的達成に必要な事項に関して、意見、助言を行

う。 

 

（組織） 

第４条  本委員会は、前条の目的を達成するため関係する学識経験者、行政、その他特に必要と認

める者をもって組織する。 

  ２ 本委員会は、別紙名簿に掲げる委員によって組織する。 

 

（委員） 

第５条 委員は、市長が任命または委嘱する。 

  ２ 委員の任期は、久留米市都市計画マスタープランの策定をもって終了する。 

 

（委員会） 

第６条 本委員会には、委員長１名を置く。 

２ 委員長は、委員の互選によってこれを定める。 

  ３ 委員長は、会議の運営を総括する。 

  ４ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、委員長の職務を代行す

る。 

  ５ 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、運営・進行にあたるものとする。 

 

付則 この規約は、平成２２年 ８月２６日から施行する。 

 この規約は、平成２３年 ４月 １日から施行する。 

この規約は、平成２４年 ７月 １日から施行する。 

●久留米市都市計画マスタープランの策定委員会規約 
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（平成 24 年 9 月現在） 

区  分 氏 名 備  考 

学
識
経
験
者 

都市計画・交通 萩島 哲 九州大学 名誉教授  

建  築 大森 洋子 
久留米工業大学 工学部 

      建築・設備工学科 教授 

農  業 横川 洋 九州共立大学 経済学部長 

商業・経済 浅見 良露 久留米大学 経済学部 文化経済学科 教授 

環  境 萩島 理 九州大学大学院 総合理工学研究院 准教授 

社会福祉 保坂 恵美子 久留米大学 文学部 社会福祉学科 教授 

行  政 

栗田 泰正 

（小川 博之） 
福岡県 建築都市部 都市計画課長 

渡邊 大起 朝倉農林事務所長 

その他特に 

必要と認める者 

穴見 英三 

（古賀 義幸） 
久留米商工会議所 専務理事 

緒方 義範 ＪＡくるめ 組合長  

河野 孝子 久留米男女共同参画推進ネットワーク 

向江 英子 
日本青年会議所 九州地区 

福岡ブロック協議会 副会長 

高山 美佳 ＬＯＣＡＬ＆ＤＥＳＩＧＮ 代表 

委員総数 1３名   

※（  ）内は前任者名 

●久留米市都市計画マスタープラン策定委員会の委員名簿 
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市民懇談会は、都市計画マスタープラン

のうち、地域ごとの細やかな方針を示す地

域別構想案の検討にあたり、市民の皆様

のニーズを把握することを目的として、市

域を５地域に区分し、各地域２回、合計 10

回の市民懇談会を開催し、延べ 188 名の

市民の方々に参加して頂きました。 

 

 

 

地域名 第１回（参加人数） 第２回（参加人数） 

中央部地域 ４月 ２日（月） ２０人 ４月１６日（月） ２２人 

北部地域 ４月 ６日（金） ２０人 ４月２０日（金） １７人 

東部地域 ４月１０日（火） １８人 ４月２４日（火） １６人 

南部地域 ４月 ４日（水） ２３人 ４月１８日（水） １８人 

西部地域 ４月１２日（木） １８人 ４月２６日（木） １６人 

合  計  ９９人  ８９人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市民懇談会 

［市民懇談会（第１回中央部地域 4 月 2 日開催）の様子］ 

 

中央部地域 

南部地域 

北部地域 

東部地域 

西部地域 

※地域名は仮称  
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◆主な意見と感想 

第１回は、“地域の特性と課題について考えよう”を、第２回では“地域の夢（将来像）を語ろう！”をテーマ

に各地域とも活発な意見交換が行なわれました。 

地域名 ○：良い点  ×：改善すべき点 将 来 像 

中央部 

○公共公益施設等が充実している 

×中心市街地の賑わいが低下している 

×渋滞の解消 

①住民の安心と訪れたくなる久留米中央部 

②老いも若きも歩きたくなる、にぎわいと安心のまち 

③訪れたくなる 歩きたくなる 住みたくなる中央部地域 

北 部 
○田園が広がり農作物が豊か 

×歩道の整備 

①農業を中心とした、歴史・自然・人情豊かなまち 

②筑後川・人・文化で癒される街 

③住んでみらんね！ 

東 部 

○筑後川・耳納連山等の豊かな自然 

○果樹園、水田、歴史ある街並みなどの
景観 

×歩道の整備や渋滞の解消 

①またいく倍！！楽しまる 木と緑が湧く湧くランド 

②ばさろ好いとー自然と人 いっぺん来てんのうよかまちば
い 

③住みたくなる、訪れたくなる あたりまえすぎて気付かな
い豊かさ（自然・歴史・農業） 

南 部 

○医療施設や教育施設が充実している 

×公共交通の利便性の向上 

×渋滞の解消 

①豊かな自然を活かした地域のつながりある安全・安心な
地域 

②筑後川と高良山の自然豊か・安全・安心で住みやすい人
づくりのできる街 

③自然と人間のコラボシティ 

西 部 

○筑後川、クリーク、ため池等の豊かな
水辺環境 

×不足するバス路線の充実 

①よか人、よか堀、よか緑 グリーンファームウエスト 

②つながるまち 

③人・食・歴史・自然・伝統がネットワークしたすみよいまち
づくり 

※詳細は、かわら版を参照 

 

（参加者アンケートの結果と感想） 

 第 2回市民懇談会参加者へ実施したアンケート調査

では、9 割以上の方が市民懇談会に参加して良かっ

た・まあまあ良かったという印象をお持ちでした。 

 良かった点は、主に｢他の人の意見が参考になった｣、

｢いろいろな人と話し、親しくなれた｣、｢地域の知らな

かったことを発見できた｣というものでした。 

 そのほか｢もう少し若い人の参加も促すべき｣、｢各校

区単位で行われるともっと細やかな意見が出せたよ

うに思う｣といったご意見も頂きました。 

 

 

市民懇談会
の感想
（Ｎ=86）

良かった
59％

まあまあ良かった
33％

あまり良くなかった・良くなかった
各0％

普通だった　8％
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年月日 項 目 主な内容 

平成 31年 3 月 26日 第１回 策定委員会 
・久留米市を取り巻く状況 

・上位計画・関連計画等の整理 
令和元年 5 月 23日 都市づくりプロジェクト会議 

令和元年 5 月 21日 第２回 策定委員会 

令和元年 
9 月 9 日～ 

10月 10日 
パブリックコメント ・都市計画マスタープランの 

見直し（原案） 
令和元年 10月 3日 都市づくりプロジェクト会議 

令和元年 12月 6日 第３回 策定委員会 ・都市計画マスタープランの 

見直し（案） 令和２年 1 月 21日 都市づくりプロジェクト会議 

令和２年 2 月 14日 都市計画審議会 
 

令和２年 3 月 2 日 都市計画マスタープラン改定  

●久留米市都市計画マスタープランの見直し体制 

 

 
久留米市議会  市民など 

（パブリックコメント） 

 

久留米市都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ等 

策定委員会 

都市づくりプロジェクト 

連携 

意見・提言 

情報提供 報告 

助言 

諮問・答申 

意見 

反映 

久留米市 

都市計画審議会 

●久留米市都市計画マスタープランの見直し経緯 
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（名称） 

第１条  委員会の名称は、「久留米市都市計画マスタープラン等策定委員会」（以下「本委員会」と

いう。）とする。 

 

（目的） 

第２条  本委員会は、久留米市都市計画マスタープラン（平成２４年１２月策定）、久留米市立地

適正化計画（平成２９年３月策定）の見直し、久留米市土地利用誘導方針の策定（以下「都

市計画マスタープラン等の策定」という。）を行うにあたり、まちづくりに関する専門的見

知から意見・助言し、久留米市の円滑な都市計画行政の遂行に資することを目的とする。 

 

（内容） 

第３条  本委員会は、前条の目的を達成するために、次に掲げることを行う。 

（１）都市計画マスタープラン等の策定に関する意見、助言 

（２）その他事務局より提案された本委員会の目的達成に必要な事項 

 

（組織） 

第４条  本委員会は、第２条の目的を達成するため関係する学識経験者をもって組織する。 

  ２ 本委員会は、別紙名簿に掲げる委員によって組織する。 

 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、都市計画マスタープラン等の策定をもって終了する。 

 

（委員長） 

第６条 本委員会には、委員長１名を置く。 

２ 委員長は、委員の互選によってこれを定める。 

  ３ 委員長は、会議の運営を総括する。 

  ４ 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、委員長

の職務を代行する。 

 

（委員会） 

第７条 本委員会は、必要に応じ委員長が招集し、運営・進行にあたるものとする。ただし、委員

長が互選される前に召集する会議は、市長が招集する。 

 

（報酬） 

第８条 会議に出席した委員に対し、謝金を支払う。 

●久留米市都市計画マスタープラン等定委員会規約 
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（費用弁償） 

第９条 会議に出席した委員に対し、久留米市職員等旅費支給条例及び施行規則に準じて費用弁償を行

う。 

 

（事務局）  

第１０条 本委員会の事務局は、久留米市都市建設部都市計画課に置くものとする。 

  ２ 事務局長は、久留米市都市建設部都市計画課長があたる。 

 

（雑則） 

第１１条 本規約に定めるもののほか、本委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮

って定める。 

 

 

付則 この規約は、平成３１年２月１８日から施行する。 

 

 

 

（平成 31 年 2 月現在） 

※五十音順 

 

 

 

  

 

 

 

区  分 氏 名 備  考 

学
識
経
験
者 

建  築 大森 洋子 
久留米工業大学 工学部 

      建築・設備工学科 教授 

経  済 小原 江里香 
久留米大学 経済学部 

経済学科 准教授  

都市計画・交通 辰巳 浩 
福岡大学 工学部 

 社会デザイン工学科 教授 

都市計画・ 

   都市設計 
趙 世晨 

九州大学大学院 

 人間環境学研究院 教授 

教  育 原 浩美 
久留米信愛短期大学  

幼児教育学科 教授 

●久留米市都市計画マスタープラン策定委員会の委員名簿 
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用語  解説 

あ行 アダプトプログラム 

 市民と行政が協同で進めるまち美化プログラム。企業や地域住民
などが道路や公園など一定の公共の場所の里親となり、定期的・継
続的に清掃活動を行い、行政がこれを支援する仕組みのこと。 

 沿道サービス施設  都市計画法に定められる、道路の円滑な交通を確保するために適
切な位置に設けられる休憩所又は給油所である建築物のこと。 

 温室効果ガス 

 太陽光により暖められた地表面から放射される熱を吸収し、再び
地表に戻すことにより地球の温度を保つ効果のあるガス。二酸化炭
素、メタン、一酸化二窒素など。近年は、人間の活動の活性化によ
り増加し、太陽によってもたらされた熱を逃がさず、地球の温度を
上昇させる原因となっている。 

か行 開発許可 

 都市計画法における開発行為に対する許可制度のこと。建築物の
建築等を目的とし、開発行為をしようとする者は、あらかじめ許可
を受けなければならない。開発許可は、都市計画区域における市街
化の要因となる開発行為を規制･誘導することによって、スプロー
ル化を防止し、段階的、計画的なまちづくりを図ることを目的とし
ている。 

 環境負荷 

 人間の活動が環境に与える負担のこと。環境基本法では、「人の
活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障原
因となる恐れのあるもの」と定義している。 

 緩衝緑地  工場をはじめとした業務用地と周辺の敷地との間に設ける緑地。
騒音や排気ガスなどの緩和や災害防止などの役割がある。 

 既成市街地  既に市街地が形成されている地域。 

 既存ストック  自然環境や伝統文化、各種施設等の地域に今ある資源のこと。 

 吸引率  買回品（「洋服」、「呉服」、「靴・履物」、「カバン・バッグ」）を、
久留米市の店舗で購入する割合。 

 緊急輸送道路 
 阪神淡路大震災での教訓を踏まえ、地震直後から発生する緊急輸
送を円滑に行うための高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡
する幹線道路と防災拠点に連絡する道路。 

 区域区分 
 無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要がある
ときに、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区
分すること。 

 クリーク  貯留機能を有する農業用の用排水施設。 

 建築協定 

 建築物の利用を増進し、かつ土地の環境を改善するため、一定区
域内の土地所有者等全員の合意により、その地域内における建築物
の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備に関する基準に
ついて、建築基準法に基づき市長の認可を受けて締結される協定の
こと。住宅地の環境、商店街の利便性を維持増進する目的で定める。 

 高次都市機能 
 中核市としての役割や周辺市町村を含めた広域圏を対象とする
施設集積による、教育、文化、医療、行政、産業情報等の諸機能。 

●用語解説 
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用語  解説 

さ行 セーフコミュニティ 

 ｢けがや事故などは、偶然の結果ではなく予防することができる｣
という理念のもと、地域の実情をデータを用いて客観的に評価し、
行政、関係機関、市民、地域の団体・組織などが力をあわせて進め
る｢安心して生活できる安全なまちづくり｣の取り組みや、それを行
う自治体のこと。ＷＨＯ（世界保健機関）セーフコミュニティ協働
センターが認証する。 

久留米市は平成２３年７月、セーフコミュニティの活動開始を宣
言し、2013 年（平成 25 年）12 月に国内で 9 番目、中核市や九
州の自治体では初めて国際認証を取得し、2018 年（平成 30 年）
12 月には再認証を取得しました。 

 総合設計制度 
 一定規模以上の敷地に一定割合以上の空地などを有する良好な
建築計画に対して、都市計画で定められた制限に対して、容積率な
どを建築基準法で特例的に緩和を認める制度。 

た行 地区計画 
 地域の実情に応じたまちづくりを進めるため、建築物に関するき
め細やかなルールと、生活道路や小公園などの小規模な公共施設に
関する計画を一体的に定める地区レベルの都市計画。 

 中核市  地方自治法に基づく、地域の中核的都市機能を備えた都市で、人
口３０万人以上を要件とする。 

 超高齢社会  65 歳以上の高齢者の占める割合が全人口の 21％を超えた社会
のこと。 

 低未利用地  その土地にふさわしい利用がなされていない土地。 

 低炭素都市 
 温室効果ガスの排出が少ない都市のこと。自家用車の利用の低減
や渋滞の緩和などによって、温室効果ガスの排出を減らしていくま
ちづくりのこと。 

 田園住居地域 

 住宅と農地が混在し、両者が調和して良好な居住環境と営農環境
を形成している地域を、あるべき市街地像として都市計画に位置付
け、 開発/建築規制を通じてその実現を図るため、住居系用途地域
の一類型として、平成３０年４月に創設された。 

 特定用途誘導地区 
 誘導施設に限定して容積率や用途規制の緩和を行う一方、それ以
外の建築物については従前通りの規制を適用することにより、誘導
施設を有する建築物の建築を誘導することを目的とする地域地区。 

 特別用途地区 

 都市計画法に基づく地域地区の一つ。用途地域内の一定の地区に
おいて、地区の特性にふさわしい土地利用の増進など特別な目的の
ため用途地域における建築物の制限を緩和または強化することが
できる。 

 都市計画区域 
 都市計画を定める区域であり、自然的、社会的条件などを勘案し
て、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要
がある区域。 

 土地区画整理事業 
 公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図るため、換地手法によ
って土地の区画形質を変更し、道路、公園、広場などの公共施設の
整備を行う事業。 

 トリップ  人又は車両が、ある目的を持って起点から終点へ移動する際の、
一方向の移動を表す一つの単位。 

な行 内水氾濫  豪雨時に堤内地に水がたまって氾濫する現象 

 ニーズ  意向。要望。需要。 

 日本標準産業分類 
 個人が従事している仕事の類似性に着目して職業を区分し、それ
を体系的に分類したものであって、公的統計を職業別に表示する場
合の統計基準。 
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用語  解説 

な行 年間商品販売額  一年間の当該事業所における有体商品の販売額。消費税額を含
む。 

 農業振興地域  自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図
ることが必要であると認められる地域。 

 農用地区域  長期にわたり農用地等として利用すべき土地の区域。 

は行 バリアフリー 

 高齢者や障害がある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）
となるものを除去すること。 

もともとは段差解消などのハード面（施設）の要素が強いが、現
在では、高齢者や障害のある人の社会参加を困難にしている社会
的・制度的・心理的なすべての障壁の除去という意味も含んでいる。 

 パリ協定 

 2015 年（平成 27 年）12 月、パリで開催された「国連気候変
動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）」において、条約加盟全
196 の国と地域が全会一致で合意して温室効果ガス削減に取り組
む史上初の画期的な枠組みとして「パリ協定」が採択され、2016
年（平成 28 年）11 月に、採択から 1 年という異例の速さで発効
しました。 

 附置義務 
 一定規模以上の建築物の新増設の際に駐車場施設や駐輪場施設
の附置を義務づけるもの。駐車場法第 20 条に基づき定められた地
方公共団体の条例により定められる。 

ま行 ＭＩＣＥ 

 企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行
（Incentive Travel）、国際機関・団体、学会等が行う国際会議
（Convention）、展示会・見本市、イベント（Exhibition/Event）
の頭文字で、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの
総称。 

 密集市街地 
 老朽化した木造建築物が密集し、かつ道路や公園などの公共施設
が十分に整備されていないため、火災・地震が発生した際に延焼防
止・避難に必要な機能が確保されていない状況にある市街地。 

 モータリゼーション  自動車交通の発達のこと。自動車の大衆化現象。 

や行 優良農地 
 一団のまとまりのある農地や、農業水利施設の整備等を行ったこ
とによって生産性が向上した農地など良好な営農条件を備えた農
地のこと。 

 ユニバーサルデザイン 
 高齢者を含むすべての人が安全かつ快適に利用できるようにデ
ザインされた公共施設や建物、製品などを指し、バリアフリーをさ
らに進めた考え方。 

 用途地域 

 都市機能の維持・増進や住環境の保全等を目的とした土地の合理
的利用を図るため、建築物の用途・容積率・建蔽率及び各種の高さ
について制限を行うもので、住宅系・商業系・工業系など１３種類
に区分して定める。 

ら行 来街指数  周辺市町から、久留米市に買物にくる人の割合。 

 ライフライン  都市生活の維持に必要不可欠な、電気・ガス・水道・通信・輸送
などのこと。 

 レクリエーション  肉体的・精神的疲労を癒やし、元気を回復するために休養をとっ
たり娯楽を行ったりすること。 


